
坂東市定例教育委員会（令和６年７月）議事録  

 

１  招集日時   令和６年７月２５日（木）  

午前１０時２０分～午前１１時００分  

２  招集場所  坂東市役所２階２－３会議室  

３  出席委員  教  育  長       倉  持  美由紀  

   教育長職務代理者   山  口  直  通  

  教育委員             石  山    巌  

             瀨  治  彦  

  野  本  奈津子  

４  欠席委員  なし  

５  委員以外の出席者   

    教育部長                 張  替    勇  

    学校教育課長               丸  嶌  正  隆  

指導課長                     間  中  芳  子  

    生涯学習課長               海老原    健  

    スポーツ振興課長             菊  池  和  則  

    図書館・資料館長                寺  崎  和  子  

    市民音楽ホール館長            染  谷  貴  男  

学校教育課課長補佐兼係長         古  矢  真  弓  

６  会議案件  

（１）事業報告等  

（２）議  案  

    なし  

（３）その他  

   なし  

７  会議概要  

○開  会  

教育長から開会の宣言がなされた。  

 



○議  事  

（１）事業報告等  

（教育長）  

連日猛暑が続いているので、皆様も暑さから体調を守る対

応をお願いいたします。  

先日、介助補助員の研修があり、子どもには体や心の育ち

に応じた支援が必要であるとの講話をききました。また、支

援する介助補助員も体調等が整っていないとよい支援ができ

ないということで、リラックス方法などの体を使った研修も

行われました。  

（各部課長等）  資料等に基づき説明  

【主な質疑・意見等】  

  （石山委員）スポーツ振興課の行事で「第４７回坂東市近隣

家庭婦人バレーボール大会」の主催はどこですか。家庭婦

人という名称が気になりますが、昔からの大会なのでしょ

うか。  

  （スポーツ振興課長）家庭婦人バレーボール連盟の主催にな

ります。  

    （石山委員）市民音楽ホールの貸し出しで、８月に高校の練

習予定を入れていただいてありがとうございます。近隣の

高校に利用が広がっているようですが、利用できる地域は

どの辺まで広げるのですか。また、広げることによる影響

は出ていませんか。  

  （市民音楽ホール館長）利用地域の限定はしておりません。

市民音楽ホールは、クラッシックホールとしての音の響き

が好評を博しております。高校生の方々にも音の響きを学

んでいただいています。高校の先生たちは、８月のある程

度の時期に予約が集中することを理解されているようなの

で、使えなくて困る等のトラブルは起きておりません。  

 



  （山口委員）観音開帳の期間はいつになりますか。  

  （資料館館長）資料館の観音開帳展は、令和７年３月１５日

（土）から令和７年５月６日（火）を予定しています。  

   観音開帳は令和７年３月１７日から開催されます。１７日

から開催するのは、最初に開帳した雄弁上人の萬蔵院が１

７礼所なので、ゆかりある数字にちなんでのことです。  

  （石山委員）計画訪問で学校に行ったときの感想を話させて

いただきます。学校運営協議会についての対応が学校ごと

に違っていることが気になりました。地域と以前から密着

した運営がされている学校もありましたが、質問をしても

回答がない学校もありました。現在は別々でもよいですが、

今後の計画や状況が分かれば、報告をしてほしいです。  

  （指導課長）現在は、実施報告はまだあがっておりません。

学校運営協議会は中学校が実施して現在１年目であり、今

後集約をしていきたいと考えています。  

  （生涯学習課長）生涯学習課としても、情報共有をしていき

たいと思います。  

  （ 瀨委員）友人から相談されたことについて、お話ししま

す。友人のお孫さんが、おへそが見える服装で学校に行っ

たら、担任の先生に注意された。翌朝、子どもが「着てい

く服がない。」と言いだし、学校から教頭先生が来てとりな

してくれて登校した。友人は「制服があればいいな。」と言

っているが、小学生らしい服装の指針はあるのか。お孫さ

んは小学低学年の女の子であり、親戚に東京の高学年の女

の子がいてその影響での服装だったが、犯罪に巻き込まれ

る要因になるのか。  

  （指導課長）今は、安くてかわいいファストファッションが

売っていますが、学校は勉強をしに行くところであるとい

うことで判断していただきたい。校則は必ずこうしようと

学校が決めるものではない。今回のような件は、個別の対



応で、学校に来てからだめだよというのではなくて、その

子の言い分を聞きながら 話す必要があった。子どもは、   

その服を着ていくのを楽しみにしていたのだろうし、見せ

るための服装ではなかったでしょう。  

  （教育長）学校生活を送るうえで、その服装は安全であるど

うかも判断の基準であると思う。     

 

 （２）議案  

   な  し  

（３）その他  

   な  し  

○閉  会  

教育長から閉会の宣言がなされた。  


